
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
後期高齢者医療保険料は、口座振替にすると便利です。     ⑨ページ 
 

 

お知らせ                     
平成 29年 8月 24日 第 29‐15号 

 

 市税等は納期限を過ぎると延滞金が加算されます。 
  ②ページ    納期限内の納付をお願いします。             

 

 

           ①笠間市介護用品支給事業のお知らせ              
 
 在宅で高齢者等を介護している家族等に、介護用品を購入するための助成券を支給します。希

望される方は、次の内容をご確認の上、お申し込みください。 

対象（次のすべてに該当する方） 

 （1）市の被保険者であって、在宅で介護を受けている方（※1、2） 

 （2）要介護 3以上の認定を受けている方 

 （3）笠間市介護保険条例に定める保険料を完納している方（※3） 

   （※1）ケアハウス、グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に 

入所している方も含みます。なお、医療機関に入院中の方や介護保険施設（特別

養護老人ホーム、介護老人保健施設等）に入所中の方は対象になりません。 

   （※2）平成 29年 10月 1日から、市外にある上記施設に入居している方も対象となります。 

   （※3）対象者が属する世帯の全員が、保険料を完納している必要があります。 

申請および支給方法 

 介護保険証と印鑑を持参の上、高齢福祉課または支所福祉課の窓口で申請してください。 

 初めての方：随時申請を受け付けます。毎月 20日が申請締切日となります。 

 ご利用中の方：8月下旬に更新申請の案内を送付します。継続される場合は、9月 20日（水） 

までに申請してください。 

 ※支給が決定すると、市から「支給決定通知書」、「笠間市介護用品購入券（4,000円⁄月）」、「指 

定販売店一覧」、「対象品目について」が届きます。 

※購入券は、上期（4月分～9月分）および下期（10月分～3月分）ごとに交付します。支給 

の限度額は、月額 4,000円です。 

購入券の使用について 

 指定販売店で、市が指定する介護用品を購入券と引き換えに購入することができます。 

※購入金額が 4,000円未満の場合、差額は受け取れません。また、購入金額が 4,000円を超え 

た場合、超過分は利用者の負担となります。 

対象となる介護用品 

 ○9月分まで 

  紙おむつ、尿取りパッド、使い捨て手袋、濡れタオル、ドライシャンプー、ポータブルトイ 

レ用消臭（防臭）剤 

 ○10月分から 

  排泄ケア用品：紙おむつ、尿取りパッド、介護用下着、尿器、使い捨て手袋等 

  口腔ケア用品：口腔ケア用スポンジ、ブラシ等 

  清拭用品：濡れタオル、清拭剤、ドライシャンプー、ティッシュペーパー、ガーゼ等 

  消臭剤・防臭剤：ポータブルトイレ用、部屋用・布用（尿臭や便臭除去を目的としたもの） 

  介護用食器等：箸、スプーン、フォーク、皿、コップ、吸い飲み、エプロン等 

 ※10月分から購入可能な品目が拡大されます。 

申・問 高齢福祉課（内線 174）、笠間支所福祉課（内線 72132）、岩間支所福祉課（内線 73173） 

        ⑱第 12回笠間市ふれあい作品展の作品を募集します           
 
 障がいを克服し、創作活動を通して自立に励んでいる方の作品を募集します。 

展示期間 10月 6日（金）～12日（木） 

場所 市民センターいわま ホール（笠間市下郷 5140） 

募集作品 絵画、彫刻、デザイン、書道、写真、陶芸、手芸、織物、木工、文芸、生花等 

     ※盆栽、農作物を除きます。 

要件 障がいのある方が製作したもの ※作品の管理は出品者自身が行ってください。 

対象 市内在住または在勤の障がい者（児） 

申込方法 申込用紙に必要事項を記入の上、窓口で直接または電話でお申し込みください。 

     申込用紙は岩間支所福祉課に用意してあります。 

申込期限 9月 22日（金） 

申・問 岩間支所福祉課（内線 73173） 

         ⑲農場見学および就農相談会の参加者を募集します            
 
 茨城県内で「農業を始めたい」「農業法人等に就職したい」方のための農場見学および相談会

です。小松菜やホウレン草などの葉物野菜や梨園での収穫体験と、独立就農や農業法人等への就

職について、支援制度や技術の習得などの相談会を実施予定です。 

日時 9月 24日（日）午前 10時～午後 4時 

   ※貸切バスの用意があります（JR岩間駅発午前 9時 30分）。 

集合場所 笠間市役所岩間支所（笠間市下郷 5140） 

定員 20名（先着順） 

参加費 無料（昼食代は各自負担。800円程度） 

申込方法 FAXまたはメールでお申し込みください。 

申込期限 9月 21日（木） 

申・問 （公社）茨城県農林振興公社 ℡ 029-239-7131 FAX 029-239-7097 

メール ibaraki-ninaite@ibanourin.or.jp 

      ⑳戦没者遺児による慰霊友好親善事業への参加者を募集します                      
  
 日本遺族会は、「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」の参加者を募集しております。 

 この事業は、厚生労働省から補助を受け実施しており、先の大戦で父等を亡くした戦没者の遺

児を対象として、戦没された旧戦域を訪れ慰霊追悼を行うとともに、同地域の住民と友好親善を

はかることを目的としています。 

実施地域 広域地域：フィリピン、ソロモン諸島、ミャンマー、台湾・バシー海峡、中国、 

東部ニューギニア 

     特定地域：西部ニューギニア、ビスマーク諸島、マーシャル・ギルバート諸島 

参加費 10万円 

申込方法 茨城県遺族連合会事務局へ電話でお申し込みください。 

※詳細は、お問い合わせください。 

※平成 28年度参加者を除き、複数回の応募ができます。 

申 茨城県遺族連合会事務局 ℡ 029-221-4002 

問 日本遺族会事務局 ℡ 03-3261-5521 

 


